
日
野
町
ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
文
化
大
会

出

場

激

励

金

制

度

町
で
は
ス
ポ
ー
ツ・
芸
術
文
化
の
振
興

を
目
的
に
、各
種
大
会
に
出
場
さ
れ
る
方

（
団
体
）に
対
し
激
励
の
気
持
ち
を
こ
め
、

さ
さ
や
か
で
は
あ
り
ま
す
が
出
場
激
励
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。（
予
算
の
範
囲
内
で

の
交
付
）

交
付
要
件
を
満
た
さ
れ
る
方（
団
体
）

は
、積
極
的
に
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

（
別
途
申
請
が
必
要
で
す
）

交
付
要
件

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

表
中
の
大
会
に
出
場
さ
れ
る
方（
団
体
）

①
町
内
に
住
所
が
あ
る
方

②
町
内
の
小
学
校
ま
た
は
中
学
校
を
卒

業
し
た
方
で
、国
際
大
会
に
出
場
さ
れ

る
方

③
町
内
の
高
等
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
方

交
付
要
件
を
満
た
さ
れ
る
場
合
は
、激

励
金
交
付
申
請
書
に
次
の
①
～
③
の
書
類

を
添
え
て
、役
場
２
階
教
育
委
員
会
事
務

局 

生
涯
学
習
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。申
請
時
に
は
印
か
ん（
朱
肉
を
必
要
と

す
る
も
の
）も
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

添
付
書
類

①
大
会
実
施
要
綱

②
予
選
会
等
の
成
績
表

③
大
会
出
場
者
名
簿（
大
会
参
加
申
込
表
等
）

※
申
請
期
限
は
各
年
度
末
で
す
。（
平
成
29
年
度

の
大
会
に
出
場
さ
れ
る
場
合
は
、必
ず
平
成
29

年
度
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

※
大
会
に
出
場
さ
れ
た
後
で
も
、大
会
の
開
催
さ

れ
た
年
度
中
で
あ
れ
ば
、激
励
金
の
交
付
が
可

能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

申し込み・問い合わせ先 ◆ 教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習担当 ☎0748-52-6566

大会区分 交付対象 算定基準 交付額

ス
ポ
ー
ツ
大
会

国
際
大
会

オリンピック大会 開催地が国外の場合 １人につき ５０，０００円　
開催地が国内の場合 １人につき ３０，０００円　

世界選手権大会・アジア大会 開催地が国外の場合 １人につき ２０，０００円　
開催地が国内の場合 １人につき １０，０００円　

その他競技団体が開催する国際大会 開催地が国外の場合 １人につき １０，０００円　
開催地が国内の場合 １人につき ５，０００円　

全
国
大
会

・文部科学省または（財）日本体育協会が開催す
る大会

・日本体育協会の加盟団体または準加盟団体も
しくは関係スポーツ団体が開催する全国大会

・全国高等学校体育連盟または高等学校野球連
盟が開催する全国大会

個人 １人につき ５，０００円　

団体

３人以下 １人につき ５，０００円

４～９人 １団体につき ２０，０００円

１０人以上 １団体につき ３０，０００円

近畿大会
（義務教育就学中のみ）

個人 １人につき ３，０００円　

団体 ３人以下 １人につき ３，０００円 
４人以上 １団体につき １０，０００円

芸
術
文
化
大
会

国際大会 開催地が国外の場合 １人につき ２０，０００円
開催地が国内の場合 １人につき １０，０００円　

全国大会

個人 １人につき ５，０００円　

団体
３人以下 １人につき  ５，０００円　
４～９人 １団体につき ２０，０００円
１０人以上 １団体につき ３０，０００円

近畿大会
（義務教育就学中のみ）

個人 １人につき ３，０００円

団体 ３人以下 １人につき ３，０００円
４人以上 １団体につき １０，０００円
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Before

After

問い合わせ先 ◆ 商工観光課 商工観光担当 ☎0748-５２‐６５６２ 企画振興課 企画人権担当 ☎0748-５２-６５５２

｢
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業｣

を

ご
利
用
く
だ
さ
い

お
住
ま
い
の
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
を
お
考
え
の
方
へ

「
経
済
活
性
化
対

策
日
野
町
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
」

を
平
成
29
年
度
も
実

施
し
ま
す
。

「
お
風
呂
や
台
所
を
直
し
た
い
」「
汚

れ
た
壁
紙
を
張
り
替
え
た
い
」「
雨
漏
れ

す
る
屋
根
を
葺ふ

き
替
え
た
い
」な
ど
、日

野
町
に
お
住
ま
い
の
皆
さ
ん
が
、住
宅
の

修
繕
・
改
修
・
補
修
工
事（
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
）な
ど
を
行
う
場
合
に
、そ
の
経
費
の
一

部
を
商
品
券
で
助
成
し
ま
す
。こ
の
事
業

に
よ
り
、町
内
の
建
築
業
、商
業
な
ど
関

連
産
業
へ
の
民
間
需
要
を
呼
び
起
こ
し
、

個
人
消
費
を
促
し
て
地
域
経
済
の
活
性

化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

対
象
住
宅

自
ら
が
所
有
し
、居
住
し
て
い
る
住
宅
。

共
同
住
宅
等
は
専
有
部
分
の
み
対
象

（
借
家
、賃
貸
、売
却
が
目
的
の
住
宅
は

除
く
）。

申
し
込
み
で
き
る
方

＊
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、居
住
さ
れ
て
い

る
方

・
対
象
の
工
事
費
が
20
万
円
以
上

・
交
付
決
定
後
に
着
手
し
、年
度
内
に
完

了
す
る
工
事

・
公
共
下
水
道
、農
村
下
水
道
供
用
開

始
区
域
内
の
住
宅
で
、未
接
続
の
場

合
は
、下
水
道
へ
の
接
続
が
条
件
で
す

【
対
象
工
事
】

＊
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

・
老
朽
化
、災
害
等
に
よ
る
住
宅
の
修

繕
、改
修
、補
修
の
工
事

・
住
宅
の
模
様
替
え
の
た
め
の
工
事

・
ト
イ
レ
、台
所
、浴
室
等
の
公
共
下
水

道
関
連
工
事

・
対
象
建
物
へ
の
防
犯
機
能
の
付
与
お

よ
び
強
化
の
た
め
の
工
事

・
日
野
祭
を
見
る
た
め
の
桟
敷
窓
設
置

助
成
金
額

対
象
工
事
費
の
10
％（
千
円
未
満
切
り

捨
て
※
最
高
10
万
円
）

交
付
方
法

町
が
指
定
す
る
商
品
券
で
交
付

助
成
金
の
交
付
申
請
の
方
法

【
申
請
書
の
受
付
】

４
月
17
日（
月
）か
ら
先
着
順
で
随
時

受
け
付
け
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】

・
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
金
交
付
申
請

書
お
よ
び
同
計
画
書

・
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
す
る
建
物
の
固
定

資
産
評
価
証
明
書
な
ど

リフォーム実施例

・
町
税
等
の
完
納
証
明
書

・
工
事
見
積
書（
見
積
金
額
の
内
訳

が
確
認
で
き
る
も
の
）

・
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
前
の
住
宅
の
写
真

（
工
事
予
定
箇
所
が
わ
か
る
よ
う

に
撮
っ
て
く
だ
さ
い
）

・
申
請
者
の
住
民
票

申
請
書
な
ど
必
要
書
類
は
商
工
観

光
課
に
て
配
付
し
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
ま
す
。申
請
方
法
等
わ
か

り
に
く
い
場
合
は
、住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

の
概
要
書
類（
見
積
書
、図
面
等
）を
ご

持
参
の
上
、商
工
観
光
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

そ
の
他

工
事
は
、交
付
決
定
後
に
着
手
し
、

年
度
内（
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
）

に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、助
成
金
の
増
額
に
よ
る
変
更

承
認
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、空
き
家
の
有
効
活
用
に
よ

る
定
住
促
進
お
よ
び
地
域
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、空
き
家
の
改
修
等
に

係
る
費
用
に
つ
い
て
も
助
成
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、日
野
町
空
き
家
情
報

登
録
制
度
に
登
録
さ
れ
て
い
る
物
件

に
限
り
ま
す
の
で
、詳
細
に
つ
い
て
は

役
場
企
画
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

・
助
成
対
象
住
宅
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

（
同
一
世
帯
の
方
を
含
む
）

・
他
の
制
度
の
補
助
な
ど
を
受
け
て
い
な

い
方

・
町
税
や
使
用
料
や
町
の
各
種
融
資
の

償
還
に
滞
納
が
な
い
方

・
平
成
26
、27
、28
年
度
に
こ
の
事
業
の
助

成
を
受
け
て
お
ら
れ
な
い
方（
こ
の
年
度

に
助
成
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
住
宅
）

申
し
込
み
の
条
件

＊
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の

・
町
内
に
本
社
を
有
す
る
法
人
か
個
人

の
施
工
業
者
を
利
用
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